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「
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
に
し
す
な
」は
定
期
清
掃
の
た
め
、
９
月
17
日（
木
）に
終
日
臨
時
休
業
し
ま
す
問
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
に
し
す
な
☎（
５
６
９
）３
６
６
６

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ
〜
修

学
費
用
準
備
は
お
早
め
に

●
修
学
費
用
の
貸
付
制
度
が
あ
り
ま

す　

子
ど
も
が
高
校
や
専
門
学
校
・

大
学
な
ど
に
進
学
予
定
で
、
修
学
費

用
の
貸
し
付
け
を
受
け
よ
う
と
考
え

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
は
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

貸
し
付
け
に
は
▼
金
融
機
関
の
教

育
ロ
ー
ン
▼
東
京
都
育
英
資
金
▼
日

本
学
生
支
援
機
構
▼
国
の
教
育
ロ
ー

ン
▼
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資

金
▼
立
川
市
く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
教
育
支
援
資
金
な

切
日
ま
で
の
期
間
が
短
い
た
め
、
自

己
資
金
の
用
意
が
不
可
欠
で
す
。
今

か
ら
少
し
ず
つ
積
み
立
て
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

問
子
育
て
推
進
課
・
内
線
1
3
4
4

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象

と
な
る
疾
病
が
拡
大

　

７
月
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と

な
る
疾
病
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
く

わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
障
害
福
祉
課
障
害
福
祉
係
・
内
線

1
5
2
0

教
育
委
員
候
補
者
を
募
集

　

教
育
委
員
会
は
、
市
の
教
育
行
政

全
般
に
関
わ
る
基
本
方
針
や
施
策
な

ど
に
つ
い
て
審
議
し
、
意
思
決
定
を

行
う
合
議
制
の
執
行
機
関
で
、
確
か

な
学
力
と
豊
か
な
心
を
育
む
教
育
の

実
現
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

た
び
、
教
育
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
一
般
公
募
委
員
1
人
、
保
護
者
委

員
1
人
の
候
補
者
を
募
集
し
ま
す
▼

対
象
①
一
般
公
募
委
員
＝
東
京
都
内

に
住
所
を
有
す
る
方
、
②
保
護
者
委

員
＝
立
川
市
内
の
小
・
中
学
校
に
在

学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
、
①
、

②
と
も
に
次
の
こ
と
を
満
た
す
こ
と

が
必
要
で
す
▽
平
成
27
年
10
月
6
日

現
在
、
満
25
歳
以
上
で
あ
る
▽
人
格

が
高
潔
で
、
教
育
、
学
術
、
文
化
に

関
し
識
見
を
有
す
る
こ
と
▼
応
募
方

法
＝
人
事
課（
市
役
所
2
階
52
番
窓

口
）と
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）で
配
布

す
る
募
集
案
内（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
▼
応
募
期
限
＝
10
月
6
日

（
火
）

問
人
事
課
人
事
係
・
内
線
2
5
7
3

新
し
い
乳
医
療
証
、
子
医
療

証
を
お
届
け
し
ま
す

　

市
は
、
10
月
1
日（
木
）か
ら
利
用

で
き
る
新
し
い
医
療
証（
オ
レ
ン
ジ

色
）を
9
月
18
日（
金
）に
発
送
す
る

予
定
で
す（
子
医
療
証
は
所
得
制
限

超
過
者
を
除
く
）。
有
効
期
限
が
切

れ
た
医
療
証
は
、
子
育
て
推
進
課

（
市
役
所
1
階
21
番
窓
口
）、
窓
口
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン

タ
ー
1
階
）、
各
連
絡
所
へ
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。
10
月
1
日
を
過
ぎ
て

も
届
か
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

昨
年
、
所
得
制
限
超
過
で
子
医
療

証
の
助
成
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方

も
、
所
得
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
は

助
成
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
4
6

就
学
・
転
学
の
ご
相
談
は
お

早
め
に

　

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
、
気
に
な

る
様
子
や
行
動
が
見
ら
れ
る
お
子
さ

ん
の
小
・
中
学
校
へ
の
就
学
や
転
学

に
関
す
る
相
談
を
、
専
門
の
相
談
員

が
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
面
談
や
行

動
観
察
、
学
校
見
学
等
を
行
い
な
が

ら
、
ど
の
よ
う
な
教
育
環
境
や
支
援

が
望
ま
し
い
の
か
、
保
護
者
の
方
と

一
緒
に
考
え
ま
す
。
な
お
、
十
分
な

相
談
日
数
を
確
保
す
る
た
め
、
9
月

30
日（
水
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
受
け
付
け
は
月
曜
〜
金
曜
日
、

第
2
土
曜
日
の
午
前
9
時
〜
午
後
5

時
で
す
場
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
申

教
育
支
援
課
相
談
係
☎（
5
2
7
）

6
1
7
1
へ

ど
多
く
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
貸
付
要
件
に
加
え
、

募
集
期
間
の
限
定
や
貸
付
限
度
額
、

利
子
の
有
無
、
一
時
金
ま
た
は
継
続

貸
付
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ

り
ま
す
。

●
今
か
ら
長
期
資
金
計
画
を
立
て
て

お
き
ま
し
ょ
う　

子
ど
も
が
無
事
に

卒
業
す
る
た
め
に
は
▼
入
学
に
必
要

な
お
金
は
い
つ
ま
で
に
、
い
く
ら
必

要
か
▼
在
学
中
の
必
要
総
額
は
い
く

ら
か
▼
ど
の
制
度
が
最
適
か
な
ど
、

必
要
な
こ
と
を
早
く
か
ら
調
べ
、
長

期
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
合
格
後
は
入
学
手
続
き
締

象
と
な
る
世
帯
の
方
に
は
原
則
申
請

と
同
時
に
袋
を
交
付
し
ま
す
時
左
表

の
通
り
場
市
役
所
101
会
議
室

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

　

市
は
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
を
対
象

に
、
ご
み
処
理
手
数
料
の
減
免
措
置

と
し
て
、
家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度（
11
月
〜
平
成
28
年
10
月
）

の
減
免
申
請
臨
時
窓
口
を
次
の
通
り

開
設
し
ま
す
。

　

昨
年
度
申
請
し
、
今
年
度
も
減
免

要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
世

帯
に
は
9
月
下
旬
に
申
請
書
用
紙
を

発
送
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
書
い
て
、

臨
時
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
の
方
の
申
請
も
可
能
で
す
。
対

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の

減
免
申
請
臨
時
窓
口
を
開
設

減免対象となる世帯
生活保護法による生活保護を受けている世帯
中国残留邦人等支援法の支給を受けている世帯
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している世帯
老齢福祉年金受給世帯（※）
身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方がいて、世帯全員が市民税非課税の世帯
愛の手帳１度・２度をお持ちの方がいて、世帯全員が市民税非課税の世帯
精神障害者手帳１級・２級をお持ちの方がいて、世帯全員が市民税非課税の世帯
要介護４・要介護５の認定を受けている方がいて、世帯全員が市民税非課税の世帯
市長が特別な理由があると認めた世帯

（※）大正５年４月１日以前に生まれた方が対象の制度で「老齢基礎年金」とは異なります
◦複数の要件を満たしている世帯でも、重複しての交付はできません。

臨時窓口の開設日時

10月13日㈫ 午前９時～午後５時

	 14日㈬ 午前９時～午後８時

	 15日㈭ 午前９時～午後５時

	 16日㈮ 午前９時～午後８時

	 17日㈯
午前９時～午後４時

	 18日㈰

●子ども　都内では６月までの上半期に
４人の子ども（小学生以下）が交通事故で

亡くなっています。子どもたちを交通事

故から守るため、家庭や地域で、道路に

潜む危険や交通ルールを守ることの大切

さを教え、自らがお手本となるよう行動

　立川警察署、立川国立地区交通安全協

会と市は共催で月に１回親子自転車教室

を開催しています。教室では交通安全の

話やＤＶＤの上映のほか、自転車シミュ

レーターで交通ルールや自転車の安全な

乗り方を学びます。

　会場では反射材用品のプレゼントのほ

　期間は９月21日㈪～30日㈬です。運動の重点を意識し、交通事故を未然に防ぎ
ましょう。また、親子自転車教室も開催しています。ぜひご参加ください。

しましょう。

●高齢者　都内の上半期の交通事故死者
数77人中、高齢者（65歳以上）は24人（昨

年同時期24人）、全体の約3割を占めて

いる状況です。交通ルールを守り、周囲

の安全を十分に確認しましょう。

か、自転車来場者で希望者には自転車マ

スタードライバー証を交付しています。

ぜひご参加ください。
対市内在住の小学生と保護者（必ず保護
者同伴）時９月27日㈰午前10時～11時場
立川警察署（緑町）定10組（申込順）
申９月26日㈯までに立川警察署交通総
務係☎（527）0110へ

❶	夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車

乗用中の交通事故防止（特に、反射

材用品等の着用の推進および自転

車前照灯の点灯の徹底）

❷	全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底

❸	飲酒運転等の根絶

❹	二輪車の交通事故防止

運 動 の 重 点

親子自転車教室

子どもと高齢者を交通事故から守りましょう
秋の全国交通安全運動
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